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第五話 公共施設等総合管理計画を読む（西日本 17 県）（つづき） 

（４） インフラ施設の資産評価 
平成 26 年度の「策定にあたっての指針」では、インフラ施設を資産として評価し公会計に取

り込むことまでは要請されていないことを反映して、多くの県の計画には建築物の資産評価は行
われているが、インフラ施設の資産評価は未着手の県が多い。それに向けた準備が進行中である
ことを推測されるのが熊本県で、財産台帳に登録されていない財産の保有状況が下記のように整
理されている。 

 
熊本県公共施設等総合管理計画令和４年 
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/177432.pdf 
 

17 県中、唯一長崎県の公共施設等総合管理基本方針にインフラ施設を資産評価した有形固定
資産台帳が下記のように示されている。今後、他県からも参照されることが予想される。 

No.９ ２０２５年１０月２４日 

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/177432.pdf
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長崎県公共施設等総合管理基本方針（令和 5 年） 
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2023/12/1701821386.pdf 

 
（５）耐用年数の議論 
工作物の欄では、減価償却累計額が記載されている。一般的な会計手続きでは、減価償却費の

算定には、取得原価、残存価格、定額法などの償却基準を定めておく必要がある。併せて耐用年
数を定める必要がある。減価償却累計額が算定されていることは、長崎県は上記のデータを有し
ていることを示唆している。耐用年数の採用は、一般的には法令等で定められる（減価償却資産
の耐用年数等に関する省令）。 

https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/ 
実は、土木構造物の耐用年数の議論はかなり難しいというのが筆者の感想である。我が国にお

いてインフラの寿命の議論は、国鉄民営化（1987 年）、日本道路公団分割（2005年）において
もなされたようである。日本道路公団分割の際には、税法上の「土造のもの 40 年」は採用され

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2023/12/1701821386.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/
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ず、その時点で 40 年以上経過していた横浜新道、名神高速道の健全度の実態を根拠に、国鉄分
割時に定められた「鉄道事業土工設備の耐用年数、線路切取 70 年」が採用されている。 

https://www.mlit.go.jp/road/ir/sisan/9pdf/25.pdf 
しかし、法面保護施設等の事例に関して「70 年」の物理的意味は必ずしも明確ではない。む

しろ、多数の事例分析から施設劣化を推定していくアプローチの方が、実証的であり実用的でも
ある。筆者が入手可能な文献調査の結果では、吹付コンクリート、吹付法枠工のコンクリートの
コンクリート部分の力学特性はかなりの耐久性を有すると考えられるが、法面保護工としての機
能の耐用年数は 30 年が一つの目安となりそうである*。 

*日下部 治（2023）:法面保護工の維持・補修技術の普及と社会実装に向けて、基礎工、Vol.51, No.8, 8-13. 
現在の構造物の性能設計体系では、構造物の性能を維持する期間として設計供用期間を定める

必要がある。その設計供用期間を基準に年超過確率が計算される。ところが、設計供用期間を明
確に規定した基準類の存在を筆者は知らない。例えば、港湾の技術基準では、「設計供用期間が
標準的な範囲（50 年程度）」の記述*がある程度である。 

*日本港湾協会（2018）：港湾の施設の技術上の基準・同解説（上巻）、p.20. 

改訂された「のり枠工の設計・施工指針」＊では、限界状態設計法が採用され部分安全係数法
を用いて設計するように定めているが、「供用期間中に限界状態に至らないことを照査」との記
述があるだけで供用期間の定めはない。 

*全国特定法面保護協会（2013）: のり枠工の設計・施工指針（改訂版第３版）,p.35. 

 公共事業の費用便益分析では、事業評価対象期間を定める必要がある。国土交通省の技術基準
*では、「評価の対象期間は、耐用年数等を考慮して定める」と記載され、道路関係で用いられる
「費用便益分析マニュアル」**では検討年数を 50年と定めている。 

*国土交通省（2023）: 公共事業評価の費用便益分析 に関する技術指針（共通編）. 

https://www.mlit.go.jp/tec/hyouka/public/230912/shishin/shishin230912.pdf 

**国土交通省道路局(2023): 費用便益分析マニュアル. https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/ben-eki_2.pdf 

対応する英国のガイドラインでは、評価期間 (appraisal period)を 60 年としているが、交通量
等の予測精度を考えると 60 年は長すぎるとの批判や英国の高速鉄道では斜面の設計供用期間を
120 年としているとの報告*もある。 
*Armstrong, J, Helm, P., Preston, J., and Loveridge F. (2024): Economics of geotechnical asset deterioration, 

maintenance and renewal, Transport Geotechnics, 45 101185,1-11. 

このように、構造物の供用期間、耐用年数あるいは寿命を明確に定めることは極めて難しい。
特に、地盤と構造物の相互作用が強く影響するのり面構造物は難しい。アセットマネジメントに
おけるライフサイクルコストの算出過程においてもライフサイクルは何年かという同様の議論が
あるが、法面保護工や自然斜面の寿命、ライフサイクルの評価・推定は、鋼構造物やコンクリー
ト構造物に比べ難しいことは確かである。今後、斜面インフラマネジメント協会内で議論を深め
たい項目の一つである。 

 

https://www.mlit.go.jp/road/ir/sisan/9pdf/25.pdf
https://www.mlit.go.jp/tec/hyouka/public/230912/shishin/shishin230912.pdf
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/ben-eki_2.pdf
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